
第２部 各論｜第２章 高齢者及び障害者施策の推進｜第２節 障害者（児）の保健福祉
 

素案 File222_2 P120

重点プラン 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します

指 標 ⑮ 地域包括ケアシステムの構築のための具体的な取組

ベースライン

指標の方向 充実させる

 

ウォーキング教室 

～自然の中を歩いて 心も身体も健康に～ 

 
ウォーキングには、生活習慣予防やストレス解消など様々な効果があ

ります。

武蔵村山市では、市内在住で関東学生陸上競技連盟会長を務められて

いる有吉正博さんを講師に迎えて※、緑豊かな狭山丘陵などを歩く「ウ

ォーキング教室」を開催しています。

（※令和 年 月現在）

令和５年１月にリニューアルしたウォーキングマップのコースを講師

の指導を交えながら、実際に市民に歩いていただくことで、健康づくり

のきっかけを提供すると共に緑豊かな本市の魅力を伝えています。

 

 
 

圏域市の紹介（武蔵村山市）

市の鳥「メジロ」をモチーフにした「 ジロ」が

ウォーキング姿になり、ウォーキングマップを盛り上

げています。

武蔵村山市広報キャラクター M ジロ 

第２部 各論｜第３章 健康危機管理体制の推進｜第１節 健康危機管理体制の整備 
 

素案 File231 P 121

 
 

 
健康危機とは、医薬品、食中毒、感染症、食品・飲料水、生活環境、アレルギー、その他何らかの

要因により、住民の生命、健康の安全に脅威を与える事態をいい、健康危機の発生予防・原因究明・

拡大防止・被害回復等に努めることが健康危機管理です。

健康危機管理体制における保健所の役割

〇 令和元年 月、中華人民共和国の湖北省武漢市に端を発した新型コロナウイルス感染症（以下

「新型コロナ」という。）は、３年を超える闘いとなり、都は、国・区市町村・近隣県と連携し、専

門家の知見も活用しながら効果的な対策を講じるとともに、都民・事業者・医療従事者の尽力の下、

東京は一丸となって、幾度もの感染の波を乗り越えてきました。

○ 新型コロナで見られたように、健康危機の事案はグローバル化しており、一たび世界のどこかで

新興感染症のような健康危機が発生すると容易に国境を越え、地球規模で急速に拡大する可能性が

あります。また、平成 年３月の東日本大震災に起因して発生した福島第一原子力発電所放射能

漏洩事故等は、保健医療の分野においても様々な課題を残しました。

〇 健康危機の事案が多発する中、保健所には、地域における健康危機管理の拠点として対策を講じ

る役割が期待されています。平常時には監視業務等を通じて健康危機の発生を未然に防止するとと

もに、健康危機発生時には地域に存在する保健医療資源を調整していく必要があります。

〇 新型コロナを契機に、地域保健対策の推進に関する基本的な指針が改正され、各保健所は、平時

のうちから健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、各種関連計画を踏まえた「健康危機対処

計画」を策定することとされました。

〇 都においては、新型コロナ対応を受けて設置した「感染症対応を踏まえた都保健所のあり方検討

会」の報告書や市町村等からの意見等を踏まえ「都保健所の体制・機能の強化について」を取りま

とめました。都保健所の体制・機能強化として、「東京都感染症予防計画」及び「健康危機対処計

画」に基づき新興感染症発生に備えた取組を計画的に推進し、平時からの備えを強化していくこと

としました。
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素案 File231 P 122

〇 保健所は、圏域における健康危機の発生時には、「健康危機対処計画」のほか、都や保健所の「健

康危機管理マニュアル」に従い所内対策本部を設置して、健康危機管理の中心的役割を担います。

圏域の健康危機管理体制

〇 圏域では、健康危機発生時に関係機関が連携して迅速かつ的確な対応を行えるよう、平成 年

度から保健所を事務局とする「北多摩西部健康危機管理対策協議会」（以下「健康危機管理対策協議

会」という。） を設置・運営しています。健康危機管理対策協議会は、平成 年３月に「北多摩

西部健康危機管理計画」を策定しました。以後、この計画に基づき、健康危機管理の事案に関する

情報共有や課題の検討を行い、健康危機管理体制の充実強化を図っています。

近年発生した健康危機の主な事例

 
健康危機管理マニュアル：多摩立川保健所において、既に策定されている要綱・個別マニュアルでは対応できない健康危機の発

生に備え、必要な対策を迅速かつ適切に行えるよう作成したもの。

北多摩西部健康危機管理対策協議会：新興・再興感染症、大規模食中毒、 災害（核、生物剤、化学剤に起因する災害をい

う。）等の健康危機に対して、圏域における未然防止策及び発生時対策等を協議するともに、関係機関の連携を図る目的で設置

された会議である。

年 月 事 例

平成 年 月 松本サリン事件

平成 年 月 地下鉄サリン事件

平成 年 月 茨城県東海村動燃再処理工場で爆発事故

平成 年 月 和歌山県ヒ素混入カレー事件

平成 年 月 茨城県東海村ウラン加工施設の臨界事故

平成 年 月 米国 同時多発テロ・炭疽菌テロ

平成 年 月 中国産冷凍餃子を原因とする中毒事件

平成 年 ４月 新型インフルエンザ発生

平成 年 月 東日本大震災による福島原子力発電所放射能漏洩事故

平成 年 月 都内でデング熱患者発生

令和 ２年 １月 新型コロナウイルス感染症発生

コラム

第２部 各論｜第３章 健康危機管理体制の推進｜第１節 健康危機管理体制の整備 
 

素案 File231 P 123

（１）圏域全体で健康危機管理体制の強化を図ります

保健所は、「健康危機管理対策協議会」をはじめとした保健所の各種会議の開催などにより、平常

時から、消防署、警察署、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関、市等の関係機関と連携し、

多様化・複雑化する健康危機事例にも対応できる体制を強化します。

また、「北多摩西部健康危機管理計画」をより実効性のあるものとし、圏域全体の健康危機管理対

応力の向上を図ります。

「健康危機管理対策協議会」は、圏域における健康危機の発生に備え、情報ネットワークの構築、

医療体制の整備、住民への普及啓発等の体制整備に努めます。

（２）保健所の健康危機管理機能を強化します

保健所は、食品衛生、環境衛生、医事、薬事等における監視・指導、検査等の業務と事業者や地

域住民のリスクコミュニケーション 向上のための普及啓発等を行うことにより、平常時における

圏域の健康危機管理対策拠点としての機能強化を図ります。

また、感染症発生時における原因究明・まん延防止のための積極的疫学調査や、新興感染症の実

働訓練・情報伝達訓練等を実施することにより、健康被害の防止や発生時対応力の強化を図ります。

健康危機が発生した場合には、関係機関と連携して迅速に原因の究明・被害の拡大防止に努めま

す。圏域における健康危機管理対策の拠点として、保健所のホームページや広報誌・紙、各種会議

等の機会を活用して住民への情報提供や関係機関との調整を図ります。健康被害者に対する医療の

確保、健康相談、心のケアなどの対応を実施して、各市及び関係機関への支援を行います。

保健所は、圏域の健康危機管理体制の中核的な役割を果たすため、引き続き（１）「健康危機管理

マニュアル」等の内容の見直し、（２）健康危機に関するサーベイランス（感染症サーベイランス

等）機能の向上・強化、（３）圏域における健康危機管理情報の収集・分析、（４）保健所職員の教

育、訓練の実施、（５）インターネット等を介した圏域関係機関への健康危機管理対策に関する最新

情報の提供に努めます。

 
リスクコミュニケーション：リスク（危険性）に関する正確な知識を共有しつつ、相互に意思疎通を図ること。
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第２部 各論｜第３章 健康危機管理体制の推進｜第１節 健康危機管理体制の整備 
 

素案 File231 P 122

〇 保健所は、圏域における健康危機の発生時には、「健康危機対処計画」のほか、都や保健所の「健

康危機管理マニュアル」に従い所内対策本部を設置して、健康危機管理の中心的役割を担います。

圏域の健康危機管理体制

〇 圏域では、健康危機発生時に関係機関が連携して迅速かつ的確な対応を行えるよう、平成 年

度から保健所を事務局とする「北多摩西部健康危機管理対策協議会」（以下「健康危機管理対策協議

会」という。） を設置・運営しています。健康危機管理対策協議会は、平成 年３月に「北多摩

西部健康危機管理計画」を策定しました。以後、この計画に基づき、健康危機管理の事案に関する

情報共有や課題の検討を行い、健康危機管理体制の充実強化を図っています。

近年発生した健康危機の主な事例

 
健康危機管理マニュアル：多摩立川保健所において、既に策定されている要綱・個別マニュアルでは対応できない健康危機の発

生に備え、必要な対策を迅速かつ適切に行えるよう作成したもの。

北多摩西部健康危機管理対策協議会：新興・再興感染症、大規模食中毒、 災害（核、生物剤、化学剤に起因する災害をい

う。）等の健康危機に対して、圏域における未然防止策及び発生時対策等を協議するともに、関係機関の連携を図る目的で設置

された会議である。

年 月 事 例

平成 年 月 松本サリン事件

平成 年 月 地下鉄サリン事件

平成 年 月 茨城県東海村動燃再処理工場で爆発事故

平成 年 月 和歌山県ヒ素混入カレー事件

平成 年 月 茨城県東海村ウラン加工施設の臨界事故

平成 年 月 米国 同時多発テロ・炭疽菌テロ

平成 年 月 中国産冷凍餃子を原因とする中毒事件

平成 年 ４月 新型インフルエンザ発生

平成 年 月 東日本大震災による福島原子力発電所放射能漏洩事故

平成 年 月 都内でデング熱患者発生

令和 ２年 １月 新型コロナウイルス感染症発生

コラム

第２部 各論｜第３章 健康危機管理体制の推進｜第１節 健康危機管理体制の整備 
 

素案 File231 P 123

（１）圏域全体で健康危機管理体制の強化を図ります

保健所は、「健康危機管理対策協議会」をはじめとした保健所の各種会議の開催などにより、平常

時から、消防署、警察署、医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関、市等の関係機関と連携し、

多様化・複雑化する健康危機事例にも対応できる体制を強化します。

また、「北多摩西部健康危機管理計画」をより実効性のあるものとし、圏域全体の健康危機管理対

応力の向上を図ります。

「健康危機管理対策協議会」は、圏域における健康危機の発生に備え、情報ネットワークの構築、

医療体制の整備、住民への普及啓発等の体制整備に努めます。

（２）保健所の健康危機管理機能を強化します

保健所は、食品衛生、環境衛生、医事、薬事等における監視・指導、検査等の業務と事業者や地

域住民のリスクコミュニケーション 向上のための普及啓発等を行うことにより、平常時における

圏域の健康危機管理対策拠点としての機能強化を図ります。

また、感染症発生時における原因究明・まん延防止のための積極的疫学調査や、新興感染症の実

働訓練・情報伝達訓練等を実施することにより、健康被害の防止や発生時対応力の強化を図ります。

健康危機が発生した場合には、関係機関と連携して迅速に原因の究明・被害の拡大防止に努めま

す。圏域における健康危機管理対策の拠点として、保健所のホームページや広報誌・紙、各種会議

等の機会を活用して住民への情報提供や関係機関との調整を図ります。健康被害者に対する医療の

確保、健康相談、心のケアなどの対応を実施して、各市及び関係機関への支援を行います。

保健所は、圏域の健康危機管理体制の中核的な役割を果たすため、引き続き（１）「健康危機管理

マニュアル」等の内容の見直し、（２）健康危機に関するサーベイランス（感染症サーベイランス

等）機能の向上・強化、（３）圏域における健康危機管理情報の収集・分析、（４）保健所職員の教

育、訓練の実施、（５）インターネット等を介した圏域関係機関への健康危機管理対策に関する最新

情報の提供に努めます。

 
リスクコミュニケーション：リスク（危険性）に関する正確な知識を共有しつつ、相互に意思疎通を図ること。
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